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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は１４名です。定足数に

達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、令和６年第４回七飯町議会定例

会の本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

 ９番  中 川 友 規 議員   

１０番  平 松 俊 一 議員   

 以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 中川友規議員。 

○９番（中川友規） おはようございます。 

 それでは、通告に従いまして、３問質問させて

いただきます。 

 まず１問目、社会教育施設整備（体育館・図書

館・プールの建設）の進め方について。 

 町は、昨年から社会教育施設整備（体育館・図

書館・プールの建設）を進めてきている。社会教

育施設整備検討委員会を設置して、町民の声を聴

いて整備していくとしていたが、現状は町民の声

を聴くこととは程遠くかけ離れている状況と言わ

ざるを得ない。 

 また、先日、町が行った住民説明会に対し、１

１月２２日の新聞報道等では、「体育館建設に反

対続出」との見出しで報道されている。 

 このような状況に対し、次の点について伺いた

い。 

 １、これまでの進め方に問題があったのではな

いか。 

 ２、このまま進めるのは無理があるのではない

か。 

 ３、財源等を再検討し、よりよいまちづくりを

考えて整備するべきではないか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 社会教育施設の整

備検討については、第５次七飯町総合計画に位置

づけられており、基本構想・基本計画について、

検討委員会において御議論いただき、さらに先般

住民説明会を開催し、広く御意見をいただいたと

ころです。 

 住民説明会では、老朽化が進んでいる体育館の

建て替えには反対しないものの、本町見晴公園の

一部を活用する建設場所や財政負担を心配する御

意見をいただきました。 

 進め方としては、検討委員会での意見をまとめ

て、パブリックコメントを実施し、パブコメ及び

検討委員会の意見を踏まえ、住民説明会を実施し

ておりますが、建設場所周辺の町内会の皆様に先

にお知らせするなどの配慮をすべきであったと反

省しております。 

 説明会でも、まちづくりの観点や本町見晴公園

と体育館の一体整備による財政負担の軽減などを

踏まえ、公園敷地の１７％程度を利用した整備案

が最適との考えをお示ししましたが、公園の保存

を望んでいる方々、体育館の建設を望んでいる

方々、双方が１００％賛同できるものは容易では

ないと感じております。 

 町としましても、少子高齢化社会の中、住民の

憩いの場となる公園や健康の維持増進に貢献する

体育施設は、どちらも必要不可欠な存在と考えて

おり、今後、基本設計等の中で公園と体育館の融

合を図り、公園の保存を望まれている方にも、体

育館の建設を望まれている方にも、御理解いただ

けるようなトータルデザインをお示しし、財源等

についても、将来負担を極力抑える補助金の活用

など、多くの町民の要望に応えられるような体育

館・公園整備を目指してまいります。 
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 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 今の答弁でいきますと、町

内会、体育館を設置する地域の公園、見晴公園の

周辺の方々に説明をしていなかったということが

ちょっとまずかったような説明だったと思います

けれども、私はそれ以前の問題で、そもそもこの

進め方というところにいきますと、何度かお話し

させていただいたことがあるのですけれども、ま

ず検討委員会の中で、検討委員会の議事録を読ま

せていただいたときも、要は、町は検討委員会と

意見をきちんと聴きながら進めていくという、ま

ずその検討委員会の意味的なものも、検討委員会

の議事録を読んでいる時点で、検討委員の意見が

反映されていない。これは前にも言ったことがあ

るのですけれども、第１回から第６回までかな、

検討委員会が開かれていると思うのですけれど

も、第３回の議事録を見た中でも、例えば、要は

検討委員さんが皆さんで視察に行かれましたと、

視察に行かれてそういういろいろなところの事例

を見てきましたと、そして、それを基に検討委員

会と町のほうで協議をした中で、こういったもの

がいいのではないかというふうに行くのが、本来

の検討委員会の在り方というふうに私は感じるの

ですけれども、議事録を見るとそうではなくて、

皆さんで視察に行きました、いろいろな複合的な

やり方だとか、単独なところとか、いろいろな取

組をしている事例を見に行きました。それを基に

七飯町はどうしようという議論がなされないま

ま、町のほうからこういうふうにしたいという提

案をしてきている。という中で、この議事録の中

ですら、私たち検討委員会だとか関係するところ

の人たちが視察をして、その視察をしたものをま

とめる前に、町のほうでこれで行きたいといった

ら意味ないじゃないかというような現状、それで

去年は進まれてきていましたよね。それで、途中

で、図書館はやめました。図書館はやめましたと

いって、体育館一本でやっていきますよと町のほ

うの考えがそういうふうに変わりましたとなって

いますけれども、検討委員会の中では、財源が、

確かにお金がかかるのは大変だという町の考え方

は分かると。そうであれば、例えば図書館と体育

館は別と最初は言ったけれども、一緒のほうが、

二つの建物を建てるよりは一つの複合にしたほう

が、どうやっても、総事業費は一つの建物として

は上がりますけれども、それは二つの建物を建て

るよりは安くなりますよね。だから、そういう意

味で、やはりそういう財源の関係からしても、複

合がいいのではないかと検討委員会のほうで意見

が出ているにもかかわらず、そこは検討委員会の

意見を聴かないで、第１回目のときに体育館と図

書館は別のほうがいいのではないかと、その意見

だけを通すというのはなぜなのかなと。やはり視

察に行って、そういういろいろなことを分かった

と、感じたと。そして、財源の話を町のほうから

された。ではやはり複合のほうがいいのではない

か。その意見は通さないで、１回目にもう別と

言ったのだから、それでやりましょうというよう

な、要は、逆に言ったら検討委員会の意見を無視

して、町の考えを今押し通している状況だと思う

のです。 

 だから、まずそもそもが、この検討委員会の役

割というか在り方自体が、本当に町が協議をした

よという、表現はちょっとあれですけれども、ア

リバイ工作ではないけれども、町民の意見を聴い

たよという形をきちんとやっていますよと言って

いる、形づくりだけをやっているだけで、町の考

えを押し通しているようにしか、今のところ感じ

られていないのですよ。この一連の、この１年間

の町の進め方を見ていると。だから、やはりこの

進め方というのは原点に一回戻るべきであって、

私は体育館は建てるべきだと思っています。それ

ももう本当は早く建ててほしい。ですけれども、

このような進め方で行くのであれば問題があるの

ではないかなと。 

 実際、こういう体育館というのは、建てる場所

の方々というのは、もちろんその地域の人たちの

理解というのは特に得られなければならないとは

思いますけれども、今度は総合体育館というのか

な、どういう表現になるのか分かりませんけれど

も、やはり町の体育館ということですから、幅広

く意見を聴くべきであって。パブリックコメント

もいろいろ出ていますけれども、そういうのも

もっと幅広く聴くべきであると思うのですよ。中
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高生だったかな、その意見を聴いたというのもあ

りますけれども、それだって各生徒会だとか部活

の代表者、それぞれの人を絞っての意見聴取だと

かということですので、この進め方自体がちょっ

と考え直すというのか、何かやり方を変えて、も

う一度やり方を変えた中で進めていくべきだと思

うのですけれども、そこについて。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 検討委員会につい

ては、令和５年４月に設置されまして、同年６月

２０日から検討を始めたところでございます。議

員がおっしゃるとおり、第１回目のときに、体育

館・プール、それから図書館ということで、どう

いう建て方をしましょうかという話をした中で、

それぞれセパレートという話が出たのと、プール

については、財源がなかなか大変そうなので議論

は後にしましょうというところで、まずは図書

館、それから体育館という形で進んでいるところ

でございます。 

 その中で、財政の問題等々ございまして、図書

館については先送りをさせていただくという中

で、体育館一本に絞って御議論いただくという中

で、検討委員の中にはいろいろな御意見がござい

ますので、初めから複合化というのをずっと言っ

ている委員さんもいらっしゃいます。第１回目か

ら、そういう方もいらっしゃいますし、それぞれ

分けたほうがいいという御意見の方もいます。そ

の中で、どこを選択するかというところで、今の

状況になっているというところで御理解いただけ

ればと思います。 

 また、視察に行った後に平面図等お示ししたと

いうのも、全く真っ白で御議論というのもなかな

か難しいということで、あくまで町のたたき台と

いうことで、当初、図面案みたいな形でお示しし

たもので、それからいろいろな御意見をいただい

て、例えば、建てるのであれば、ジム的なという

か、器具、体育の運動するようなところについて

は、２階にあったほうが見やすい、景観という

か、外からの眺めとかも見れるので、上にあった

ほうがいいのではないかとか、そういう御意見も

いただきましたので、フォーメーションという

か、建物の中身もちょっと変えながらやっている

ところで、これについては、体育館の検討委員会

自体が進め方がまずかったという形は、ちょっと

町としては思っていなくて、あくまでやはり大型

の事業なものですから、なかなかいろいろな御意

見があるというのをいかに、１００％本当にみん

なが、全員が納得するというのはなかなか難しい

のでしょうけれども、最大公約数の中で、体育

館、よりよいものを造っていきたいというような

思いでやっておりますので、御理解いただければ

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 町の考え方がちょっと私は

理解できないのですけれども、たたき台を出して

検討委員会のほうにというのは、これはいいと思

うのですよ。何らかのたたき台を出して、ないと

始まらないという、そういうのは理解はできるの

ですけれども、ただ、今この１年を見ていると、

そのたたき台を押し通しているのですよ。そうい

うふうに見えるのですね。 

 検討委員会の意見というのを受け入れようとし

ていない感じが、すごく議事録を見ていてです

よ。だから、検討委員でいろいろな意見を出して

いるけれども、いや、それは財源がどうたらと、

だから町としてはこれで行きたいですと。検討委

員さんなり、民間の人なり、町民の人なり、意見

を出してと言われて意見を出します。だけれど

も、財源がないのですとか、町はこれで行きたい

ですといったら、もうそれはありきにならないで

すか。 

 だから、例えばそういういろいろな意見を踏ま

えた中で、いろいろな素案というか、拾った中

で、その後から、こういうふうにやったら財源が

ここまでかかってしまうとかというものを、ある

程度出した上で削っていくとかというのであれば

分かるのですけれども、いろいろな意見を出して

くれているのに、最初から財源がないと。そうし

たら、どうやって出すのですか、計画を。 

 だから、今やっていることは最低限の体育館で

必要なものをつくっていく。そうであれば、最初

から検討委員会なども要らないし、町が最低限の

体育館に必要なものはこの機能ですというのを提
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案していけばいいだけであって、実際に大中山小

学校の建て替えのときには、検討委員会はつくっ

た記憶があまりないのですけれども。逆に言った

ら、これまでも町はそういう大型案件、学校だと

かそういうのを含めてやってきたと思いますけれ

ども、それというのはやはり議会とも協議をしな

がら、そして地域住民とも協議をしながら、そし

て町のほうでいろいろな素案をつくって、それか

ら再度地域にこういう考えでどうですかという、

きちんとみんな連携をしながらやってきていたと

思うのですね。それこそ町と議会が両輪だとよく

聞く言葉がありますけれども、今まではそういう

流れでやってきていたけれども、なぜ今回に限っ

ては両輪ではなくて、町が単独で行って議会には

一切教えない。それも私は、おかしいというか、

僕だって一応町議という立場で、議員さんはみん

なですけれども、町民に選ばれて、それぞれの議

員さんの後ろには町民の声があるのです。だか

ら、ある意味議員の声も町民の声であって、ただ

いろいろな考え方の声がありますから、そこは全

員一緒というわけではありませんけれども。今回

に限っては議会の声はそんなに重要視しない。逆

に情報提供すら、民生文教にはちょっとあったか

もしれませんけれども、その委員さん以外にはな

い。私自身も９月の決算委員会か何かのときに、

建設新聞にスポーツセンターの建て替えの記事が

出ていた。それを見て初めて、「あれ、これ決

まったのですか」と、そのときに言っているので

すよ。ただ、町の答弁は、決まっていませんと。

ただ町で何パターンか出したのが、たまたま見晴

公園のものだけが建設新聞に取り上げられて載っ

ているだけで、町としては見晴公園のところでや

るなどというのは決まっていませんと、決算委員

会か何かで私に答えているのですよ。決まってい

ないものを今回決まっているような感じで、住民

説明会までやっていると、その辺の進め方の整合

性はどうなのですか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） まず、議会のほう

の説明なのですけれども、６月２４日に民生文教

常任委員会のほうにパブリックコメントを行いま

すということで、素案という形でパブコメ前のも

のをお知らせしているところでございます。ま

た、パブコメ終わった後も、民文のほうにはこう

いう御意見をいただきましたというところでは報

告しているところでございます。それを、議員さ

ん全員にしていなかったというところは反省して

いるところでございます。 

 その中で、パブコメの素案の中では配置場所の

案として、あくまで案としてですけれども、４パ

ターンを示した中で、一応、見晴公園エリアとし

て、そこが候補地という形でお示ししておりま

す。その中で、御意見をいただいた中で、当然い

ろいろな意見を踏まえて今後決定していくという

のは、スタンスは変わっていないところですけれ

ども、その中でも、町としては、当初お示しした

案でパブコメで御意見をいろいろいただきました

ので、その中で配置の場所については公園敷地の

１７％程度、これを修正案というか、そういう形

にさせていただいて、住民説明会等々開催してい

るところでございます。 

 全てを、議員さん全員に御説明するべきだった

のですが、ちょっと民文だけでとどまってしまっ

たというのは大変反省しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 理事者に申し上げます。 

 ６月２４日とただ言っても、いつの６月か分か

らないので、本年６月なら本年６月ときちんと、

そこの部分だけ再答弁お願いします。 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 今年の６月２４日

の民文で情報提供をさせていただいたと。それは

これからこういう内容でパブリックコメント、７

月の中から８月の中にかけてパブコメをやりまし

たので、今年の６月２４日に民文で計画の素案を

提出しています。あとは日付、ちょっと今分から

ないですけれども、パブコメが終わった後の結果

についても、民文にはお知らせしたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 民文に情報提供するのはい

いのですけれども、６月にされたということで、
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私９月の決算委員会等で聞いたときには、まだ決

まっていないという、見晴公園のところがありき

ではないのですよということで、説明を受けたの

ですけれども、その点については。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 確かに決算特別委

員会の町長総括のときに、そういう回答をしてお

ります。 

 その後に、住民説明会、それから町内会の役員

会にも御説明しまして、一応、今、案としてはこ

ういう形で考えていますということで、町内会の

役員さんのところでは、ある程度御理解をいただ

いて前に進んでいたところでございます。 

 その後、住民説明会ですね、大沼地区で１回、

それから大中山地区で１回、その後、本町地区で

２回開催した中で、いろいろな御意見をいただい

ているところでございます。 

 ちょっとありきという話にはならないのですけ

れども、そこが最適であろうと、公園エリアが、

今現在、あの周辺が最適であろうということで、

お話をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 解釈の違いなのだろうけれ

ども、やはり私が感じているのは、実際やってい

ることはありきでやっているし、ただ９月のとき

には、違いますよ、これは全く決まっていない状

態ですというふうに言いながら、やはり見晴公園

のあそこの場所で考えているみたいな説明をして

いたら、やっていることが矛盾しているのではな

いかなと思うのですけれども、その辺について。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 今現在も決定をし

たわけではないというところでございますので、

御理解いただければと思います。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） そうしたら、体育館の建て

替えの、見晴公園の跡地で今やっていくというの

は決定していないということでよろしいのです

か。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 今現在は決定して

いないというところで、町のほうでは押さえてい

ます。ただ、そこの考えを持っていると、そこで

現時点では建て替えたいという考えを持っている

ということは持っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） だから、要はやはり検討委

員会までやって、いろいろなプロセスをやった中

で、今ですら、先日の一般質問で、町長はもう何

かこのまま進めるみたいな印象のことを話してい

たのですけれども、まだ決定していないとかと

言ってみたり、何か曖昧に取れるのですよね。そ

の辺もどういうふうな、なぜそういう曖昧な感じ

で進めていくのかなと。だから、結局周りの人た

ちもどっちなのだとなってみたり、やはり進め方

自体がちょっともう少しきちんとし直して進めた

ほうがいいのかなというのが１点と、あと、そも

そもそこの場所について、そこがいいという理由

は何ですか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 候補地としては、

大きく四つ、検討委員会の中で討議されました。 

１か所目は、文化センターの北側の保健センター

の上の辺りというのですか、その辺り。それか

ら、２か所目は役場の駐車場のすぐ上の杉林の辺

り。それから、本町グラウンドのところ。そして

今話が出ている、本町見晴公園のエリアというと

ころで４か所が出てございます。 

 その中で、まずは文化センターの向こう側です

けれども、そこについては一部調整区域も入って

いるというところで、そこの部分の取扱い等につ

いて、またちょっと検討が必要だというところ

と、あと、保健センターのすぐ上の辺りに、この

辺は官園だったということもあって、やはり大き

い木があるというところです。それから、杉林の

ところはもちろん大きい杉林が昔からあるという

ところで、そこは。本町グラウンドについても、

グラウンドの敷地的にはあるのですけれども、そ

うするとグラウンド自体が今度なくなってしまう

と。そうすると、グラウンドの代替をまた探して

いかなければならないというところで、経費がそ

こに対してまたかかってしまうというところが
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ネックとなっています。本町見晴公園周辺につい

ては、公園のリニューアルという形で、あそこの

水を流れるような装置だとかも現在使えないよう

な状態になっていたりとかということもありまし

て、その辺も含めて樹木の高木化というところも

踏まえて、再編成していきたいというような話か

ら、あの辺一帯を整備していきたいというような

考えから進んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 体育館については、基本的

には防災の観点からもそういった施設にもなると

いうことですよね。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 機能としては防災

の機能も必要であろうというところで、検討委員

会のほうでも整理されているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 先ほど、候補地の場所の話

が出ましたけれども、七飯町のホームページで出

ている河川洪水氾濫危険区域図というのがあるの

ですけれども、これは北海道のほうで出している

のですね。建設管理部のほうで七飯町のほうに資

料を提供して、町内河川の洪水氾濫危険区域図を

掲載しておりますということで、町のほうでも掲

載しておりますけれども、これを見ると、鳴川が

氾濫した場合、この役場の前ですね、全部５０セ

ンチ浸水するという区域に入ってしまっているの

ですけれども、こういうことも話をされた中で今

進めてこられたのですか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 七飯町の鳴川、そ

この洪水のエリアというところは、話の中には

ちょっと、検討委員会の中にそこの議題が出てい

たかどうかというのは、私の中ではちょっと記憶

はないのですけれども、そういうものにも対応で

きるような施設ということで、建設をもしする場

合は、そういうものに対応できるような構造な

り、そういうものに対して建設していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（木下 敏） 理事者に申し上げます、 

 今のところはすごく重要な部分でございまし

て、町のホームページに載っている資料の部分

を、今、私の記憶にあるとかないとか、課長一人

の答弁でどうのこうのという案件でもないし、そ

のことに対して、きちんとやっているかどうか、

暫時休憩しますので、きちんと精査した上で答弁

願います。 

 暫時休憩いたします。 

 １０時４５分、再開します。 

午前１０時３１分 休憩 

───────────── 

午前１０時４４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 中川友規議員の質問に対する答弁より入りま

す。 

 情報防災課長。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝）  
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○議長（木下 敏） 佐々木議員。 

○６番（佐々木陵二） 今の発言であれば、久根

別川防災ハザードマップを設定して、千年に一度

の確率で浸水想定区域をシミュレーションをかけ

て、町の防災計画を設定しているわけですから、

見ると簡便式だとかと書いていますけれども、何

年に一回の雨なのかも分かりませんし、そこの整

合性を取って答弁しなければ、町の防災計画の根

幹を揺るがす発言になってしまうので、答弁はき

ちんとしたほうがいいと思います。 

○議長（木下 敏） それでは、議事進行という

ことで、議会運営委員会を開きまして、答弁、質

疑の内容含めて、暫時休憩しまして、議会運営委

員会を開きます。 

 暫時休憩いたします。 

 議会運営委員会を開いてください。 

午前１０時５０分 休憩 

───────────── 
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午後 ２時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 中川友規議員の一般質問に対する情報防災課長の

答弁における議事進行について、議会運営委員会の

報告を求めます。 

 上野副委員長。 

○議会運営委員会副委員長（上野武彦） 委員長

が質問中でありますので、副委員長の私のほうか

ら議運の報告をいたします。 

 議会運営委員会で協議した結果、情報防災課長

から一般質問の中で不適切と思われる発言があり

ましたので、発言の取消しの申出がありました。 

 その結果、議会運営委員会では直ちに日程に追

加し、日程の変更を行い、この申出について審議

することと決定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（木下 敏） ただいま、情報防災課長か

ら、発言取消の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 発言取消の申出の件を日程に追加し、追加日程

第１として、日程の順序を変更し、直ちに発言取

消の申出の件を議題といたしたいと存じますが、

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、発言取消の申出の件を日程に追加し、

追加日程第１とし、日程の順序を変更し、直ちに

発言取消の申出の件を議題とすることに決定いた

しました。 

  ─────────────────── 

 追加日程第１ 

  発言取消の申出の件 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 追加日程第１ 発言取消の

申出の件を議題といたします。 

 情報防災課長から、一般質問中の答弁の発言に

ついて、七飯町議会運営例規第１０４項の規定に

より、お手元に配付のとおり、発言取消の申出書

に記載した部分を、不適切な発言であったとの理

由から、取り消したいとの申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 この発言取消の申出を許可することに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、情報防災課長からの発言取消の申出を

許可することに決定いたしました。 

 ただいま発言取消しを許可した部分に関連す

る、その後の教育総務課長及び中川議員の発言に

ついても併せて取消しとなりますが、御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、関連する部分も取消しすることに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 一般質問を続けます。 

 情報防災課長の答弁より入ります。 

 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） ただいま、発言取

消の申出の件につきまして、許可をいただき誠に

ありがとうございます。 

 このたびの申出につきましては、私の不適切な

発言によるものであり、議員の皆様に多大な御迷

惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げま

す。大変申し訳ございませんでした。 

 これからも職務・職責に精励してまいりますの

で、御指導・御鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、改めて答弁いたします。 

 議員の御質問にありました洪水氾濫危険区域図

につきましては、北海道渡島総合振興局函館建設

管理部が平成３０年に作成したものであり、降雨

想定は１時間に１２６ミリでございます。この洪

水氾濫危険区域図は、河川断面など詳細な調査を

していない簡便な手法であるため、浸水範囲や浸

水深などは概略で示していることから、表示以上

の浸水深になることや、浸水が予想されていない

箇所でも浸水が起こる可能性がありますと記載さ

れております。 
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 町では、この危険区域図を住民の皆様に災害予

防対策にお役立ていただくために、ホームページ

等に掲載しております。なお、この危険区域図の

想定に対しては、公共施設の建設に関する規制は

ありません。 

 町では、この洪水浸水想定区域図を基に内容を

精査した上で、より危険度の高い地域を想定した

ハザードマップを作成し、住民に配布しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 体育館整備の検討

委員会の中で、先ほどの雨量があって、５０ミリ

を超えるというようなことについて、議論した経

緯はございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） まず、洪水氾濫危険区域が

簡便なものということですけれども、実際に１２

０ミリが降ることはあまりないようなこともあり

ましたけれども、実際に七飯町で、何年か前です

けれども、軍川のほうが氾濫するだとか、要は３

時間で９０ミリだとか、大沼地区とかでは２００

ミリ近く降っているという実績もあると思うので

すけれども、今回のこれについては、要は調査が

簡便なものだからということですけれども、逆に

言ったら、課長がおっしゃったとおり、そんなに

もっと降らない状態でも、氾濫があったりとかと

いう可能性もあると思いますし、その辺について

どういうふうに考えていますか。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） 先ほどの洪水氾濫

危険区域図の説明にもありましたとおり、概略で

すので、表示以上の浸水深になることや、浸水が

予想されていない箇所でも浸水が起こる可能性が

ありますと記載されておりますので、可能性とし

てはゼロではなく、あるものというふうには捉え

ております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 可能性としてはゼロではな

い、要はここに載っていないところでもあるかも

しれないし、ましてや、ここには今載っていない

ところではなくて、実際にこういうふうに危険区

域として載っている地図が示されているという状

況の中で、ここに公共施設を建てるのが駄目とか

そういうことはないということでありますけれど

も、それは駄目ではないとは思います。ただ実際

に、今は能登の災害だとか、いろいろなところで

地震だ、豪雨災害だとか様々なジャンルの震災が

あります。そういった中で、国全体として、そう

いう区域、懸念されるようなところに建っている

公共施設を、きちんとした防災機能を含めて、安

全な地域に建て直すとかという、そういった取組

をやっていると思いますよ。 

 実際に、建て方は様々ありますけれども、総合

体育館だとか、図書館と市民ギャラリーだとか、

そういう地域のものを複合化した施設だとか、公

園、防災アリーナとか、そういう様々なものが実

際に補助事業も絡めた中でいろいろなまちでこう

いうふうにやっています。ですので、本来であれ

ば、今これだけ災害が全国で起きている中で、今

年においては能登の関係、震災が起きてからの豪

雨災害、そういった中で、ましてそういう状況の

中でこれが出ている中で、なぜ今、今日この話が

出て、パブリックコメントにもこういった状況の

ことを知らせない状態で進めている中で、これが

今日出たのですから、改めて、その場所なり防災

の観点からしても、一度その辺も含めて再検討し

て進めれば、それでいいと思うのですけれども、

そういう考えはないのですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） この洪水浸水地域のものが

あるということの中で、それはホームページのほ

うにも公表しておりますし、そういう部分を含め

て、検討委員会のほうに情報提供しながら、再度

精査しながら再検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） それは、今、こういうもの

が改めて出てきたということで、再度、防災の観

点だとか、立地の場所だとか、それぞれの分野で

のものを再検討するということでよろしいです

か。 
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○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） この部分に関しましては、

これ自体が、そういう想定されるというか、可能

性はあるというようなことでございますし、もし

１時間当たり１２６ミリの大雨が降った場合に

は、ゼロから５０センチ、あるいはそれ以上にな

る可能性もあるというふうなことで、シミュレー

ションしている結果でございますので、しかしな

がら、これもあくまでもシミュレーションという

形の中で、危険区域図の想定に対しては、公共施

設の建設に関する規制はないということもありま

すので、そういう部分も含めて、話合いをしてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） ちょっと分かりづらい感じ

なのですけれども、まず、これはホームページに

町長のほうで出していると、お知らせしていると

いうことですけれども、ホームページで出してい

るのもありますけれども、地域防災計画、この資

料の防災計画の中にもこれは入っているのですよ

ね、同じものが。だから、ただ単に北海道でこう

いうのをつくっていますよ、だからホームページ

で町もお知らせしていますよということではなく

て、七飯町の地域防災計画のこの中にこれが入っ

ているのです。だから、ただ単に北海道で出して

いるものを、ホームページで七飯町もお知らせし

ていますよというニュアンスと、七飯町の地域防

災計画に載っているというニュアンスと、これは

全然違うと思いますけれども、その辺どうです

か。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 確かに地域防災計画に載せ

た、その上で、住民にそういうふうにして周知と

いうか、啓発しているところでございまして、こ

れはあくまでもそういう想定にありますと、もし

万が一そういう大雨が降った場合には、そこがあ

ふれた場合にはこちら側にも水が流れてきて、そ

ういう洪水、浸水になるおそれがありますよとい

うことを、防災計画の中で、地域として、その流

域図というか、浸水の危険な区域ということで、

お知らせしておりますけれども、全てが同時に、

同時にと言ったらおかしいですけれども、災害も

いろいろあります。土砂災害だとか洪水だとか噴

火だとか地震だとか、そういうものを網羅したの

が防災計画になりますけれども、その中で、そう

いう災害の事象が起きたタイミングだとかによっ

て、避難施設だとかもそこに最もふさわしい避難

施設を指定して移ってもらう、避難していただく

というのが本来の防災の在り方だというふうに思

います。必ずしも、この役場自体が防災の拠点と

いうか本部になっておりますけれども、ここもそ

ういう洪水浸水想定区域の中には含まれておりま

すし、この地域、文化センターも避難所になって

いますけれども、それ自体も全てがそこの地域に

含まれているわけでございまして、ある種想定さ

れる区域ではありますけれども、今、これまでな

かったことが能登の災害のように、いつどこでど

のように起きるか分からないという状況の中では

ございますけれども、その防災計画の部分の指定

区域だとか、そういう災害の種別も含めて精査し

ていきたいというふうに考えております。その中

で、先ほども言ったように、必ずしもこの区域に

建物、公共施設の建設が建てられないということ

でもないですし、七飯町全体の中で、そういう災

害の網というか、想定された地域でいくと、大分

地域も埋まってしまいますし、その中で、どこが

安全な区域で、どのような配置だとかをしていか

なければならないのかというような部分も、庁舎

内ではハザードマップの部分で検討した結果、今

回、こういうスポーツセンターの位置について

は、本庁周辺の部分でやってきておりますけれど

も、そういう部分も全て考慮した上で、検討委員

会のほうにも御説明をしていきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） そういう防災の観点も含め

て、再度検討するということであれば理解できる

のですけれども、なぜ前提で、ここの危険区域内

に公共施設を建てては駄目ということはないので

という言葉を入れるのかが不思議なのですよ。別

に、建てられるのは建てられますよね。ですか

ら、それはそれでいいのですよ。ただ、建てられ
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る、建てられないとかではなくて、この区域内で

改めて検討して、その中で、やはりここの場所が

いいというのであれば、それはそれでいいと思い

ます。だけれども、今の町長の説明だと、検討委

員会には話をするけれども、でもここは建てては

駄目となっていないのでと、もう今現在でここの

区域を優先してやりたいという前提の話でなって

いるので、これは想定区域ということで危険区域

と出ていますけれども、実際におととしですか、

２０ミリ降ったというとき、あのときはこういう

想定、危険区域とかというところに載っていない

中島川とか、ある意味、たった２０ミリで氾濫し

ていますよね。こういう想定の雨量でいけば、全

然２０ミリなんて低いというふうに誰もが思いま

すよね。その中でも、氾濫は実際にしているでは

ないですか、場所は違いますけれどもね。ただ、

今回の場合というのは、町の防災計画でもこうい

うふうにお知らせをしている、そういうところで

なっているのですから。 

 国自体がやはりこういう防災アリーナとか、防

災に絡めたものでの建物の改築だとか、そういう

いろいろな補助金が出ていますよね、実際。やり

方はそれぞれ違いますけれども。そこをきちんと

町側も、そもそもの補助金の在り方から何から、

今、国でどういう補助金があるのかというのを、

もう一回探し出すべきだと思いますよ。そういう

のを探さないで、もう決まりきった補助金がない

と。ないという中で、今あるのは立地適正化、そ

れしかないからここでしかできない。それだった

ら努力も何もないではないですか。たまたま今回

こういう資料で、ここが氾濫危険区域というとこ

ろに入っているとなりましたけれども、七飯町で

いけば、あかまつ公園の近くでもまだ広いところ

もありますし、そちらでも防災公園として様々整

備すれば、いろいろな発想を抱き合わせていく

と、いろいろな補助金が引っかかることもありま

すよね。そういういろいろな発想を持ってやって

いかなければいけないという、それが本来の、あ

る意味では町長の仕事だと思うのですよ。決まり

きった補助金はこれしかない。だからここでやる

というのは、普通の職員の考えというなら分かる

のですけれども、やはり議員も町長も政治家なの

ですから、国に対してどういう補助金があるとい

う情報収集と、あとはこの地域でどうやればいい

かという、そういった抱き合わせのものをしっか

りやっていく。それをやるのが、議員なり町長な

りの動き方だと思うのですけれども、逆にここ

に、危険だというふうな区域に入っているけれど

も、建物を建てては駄目だということはないので

という、それを前置きの再検討だったら、再検討

する必要ないと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 我々は立地適正化の交付金

だけを、一つだけを考えて進めてきたわけではご

ざいません。あらゆる有利なそういう防災関係だ

とか、それ以外のまちづくり関係のものだとかも

調べながら、一番有効な、一番財源がいいものを

というような形の中で検討を進めてきたわけでご

ざいます。 

 また、先ほどの、私のほうで公共施設の建設に

関する規制はありませんというような話もいたし

ましたけれども、今、七飯町全域全体で、いつど

こにどんな災害があるかどうかということは、こ

れはもう誰もが予想できないというふうに思いま

す。先ほど議員がおっしゃったように、中島川の

ほうでも２０ミリぐらいであふれたとかというよ

うなこともありますけれども、今は局地的にゲリ

ラ豪雨が降るだとか、そういうような異常気象に

もなっておりますから、七飯町全域の部分で考え

たときに、同じ防災計画の中に載っている中で

も、本当に土砂災害だとか、駒ヶ岳噴火だとか、

地震の活断層が近くにあるだとか、大きな河川が

ある付近だとか、そういう部分は完全にリスクが

あるというふうには思いますけれども、それ以外

の地域の部分では、そういう想定される部分の洪

水、浸水地域などもありますけれども、その全体

の中を見通した中で、建物の部分ではリスクのな

いところをきちんと精査しながら、検討委員会で

もお話合いをしながら進めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 検討委員会ではもう一度こ
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れを踏まえた中で話をするということですけれど

も、これについては最後に、洪水氾濫危険区域図

ということで、ここの建て替えをしようとしてい

るところは、こういう最悪、最悪といいますか、

この事例でいきますと、５０ミリの洪水といいま

すか、になるということです。その中で、何か避

難があったりとかとなったときには、その水の中

を歩いてくるということにもなるわけですよね。

もしくは水害のときには使えませんよとかという

ことも、それは一つかもしれませんけれども。本

来であれば、浸水想定区域ではないですから

ちょっと違いますけれども、そちらの考え方で

いったら、公共施設がそういう状況になった場合

には、公共施設というか、学校でもそうですけれ

ども、そういうところであれば、何ともない区域

に避難するというような体制を取らなければいけ

ない。それがやはり危険区域だから、そこまでは

しなくていいのだというような考え方で、町の防

災を考えていくのであれば、すごく本当に大丈夫

なのかなというふうに思わさるのですよ、実際。 

 ちょっと防災のほうに行ってしまって、本体か

ら離れてしまっているのですけれども、防災の観

点で今回こういうふうになっているので、最後に

もう一度、ここに関してこういう危険な区域とい

う図が公表されているところで、なおかつ、国は

そういう区域だとかそういう危険性がある、そう

いう場所の公共施設は防災の観点から、例えば建

て直すときには違うところ、安全な区域に建てる

ようにとかという、そういう促進もしているので

すけれども、そういうのを踏まえた中でも、そう

いう再検討、それを踏まえて再検討をするという

ことはしないということでいいですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 今のお話ですけれども、災

害時の避難場所については、災害の種別だとか、

起きた地域だとか、それによって避難場所は安全

な場所にということで、避難する場所はその時々

でこちらのほうで指示して、安全な場所にという

ふうに考えております。ですから、例えば駒ヶ岳

噴火を想定した部分では、大沼からこちらのほう

に移動してくるというような形にもなっておりま

すが、今回、例えばこの中心部、役場、文化セン

ター、保健センター、避難所とか災害の本部だと

かというふうになっておりますけれども、そうい

う部分におきましては、町内全域で今この異常気

象の中で、いつどこで何が起きるか分からないと

いうような中で、この地域が洪水氾濫危険区域図

の中にちょうど入ってはおりますけれども、その

中で、先ほども何回も言っているように、公共施

設の部分では、そういうふうに規制のかかってい

る場所でもございませんし、町内全域で適地がど

こなのかというふうに、例えば津波などがある海

岸沿いのまちとかであれば、完全に高いところに

建てなければならないとかというふうに、国のほ

うも手厚く措置もしているかと思うのですけれど

も、七飯町の場合はこういう傾斜池でもあり、そ

の中で想定されるものというふうにして安全を考

えますと、このように洪水氾濫危険区域というの

も、やはりこういう傾斜池の斜面であってもあり

得るということなので、この部分は、今後公共施

設の設置に関しましては、十分に配慮しながら計

画のほうを考えていきたいというふうには考えて

おりますので、決して、今の鳴川流域の氾濫を見

越した洪水氾濫危険区域が、本当にそんなに身近

な氾濫危険区域なのかどうかという部分も、本当

にいつ何が起きるか分からないということの中

で、そういう部分で締めていくと、七飯町内でや

はり建てる場所というのもなかなかないのではな

いかというふうにも考えておりますし、そういう

防災計画の中に収めております区域図の分析もし

ながら、どこが適地なのか、そういう部分は内部

でも検討していきたいというふうに考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 今、内部でもどこが適地な

のかというのも含めて検討するということだった

ので、分かりました。 

 あともう一つ聞きたかったのは、これに関して

ＰＦＩ方式だとか、そういったものだとか、そう

いうものは考えていないのかどうか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 検討委員会の中で

も、施設の建て方について様々御検討いただいて
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いるところでございます。その中で、ＰＦＩ、Ｐ

ＰＰですとか、様々民間の活力、こういうのも導

入も検討していきたいというところで検討してお

りまして、スケジュール的にも、事業手法の検討

をまず一番最初に検討して、その後、基本設計、

実施設計というような形で、まず先に手法の検討

をまずはしていきたいというところで、基本計画

ではまとめているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） そうしたら、ＰＦＩとかそ

ういったものも含めて検討していくということで

よろしいですか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 事業手法の検討と

しては、具体的にいきますと従来方式、今、設

計、施工、維持管理、それぞれ町が発注していく

パターンですね。それからＤＢ方式ということで

設計と施工の一括発注、こういうものも検討して

います。また、ＤＢＯということで、オペレー

ション、最後の管理まで一体で全て、それから、

ＰＦＩ、ＰＰＰというような、全く民間活力の検

討というところでは考えています。 

 ＰＦＩに限って言うと、国がお勧めしている自

治体の規模というところも、かなり大きいまちの

規模を想定しているようで、それがうちのまちに

合うのかというところもありますので、その辺は

ちょっと柔軟に、ただ民間の活力を検討するとい

うところについては考えておりますので、御理解

いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） １問目は終わります。 

 ２問目、大中山地域の防災拠点の整備につい

て。 

 現在、老朽化した学校施設に関しては長寿命化

工事を順次進めているところである。 

 大中山中学校においても老朽化が進んでいる

が、防災、災害対策、避難機能等の観点から次の

点について伺いたい。 

 １、大中山地域の防災、災害対策、避難所機能

等の現状と計画は。 

 ２、今後進める大中山中学校の整備方針は。 

 ３、大中山中学校を地域の防災拠点として整備

することを検討すべきでは。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） 私からは、１点目

と３点目についてお答えします。 

 初めに１点目、大中山地域の防災、災害対策、

避難所機能等の現状と計画についてですが、ま

ず、大中山地域における災害リスクについては、

豪雨による河川の氾濫や土砂災害が挙げられ、ま

た地震については、大中山地域に限らず町内全域

に災害のリスクはあるものと認識しております。 

 これらの災害対策や避難所機能等の計画として

は、ハザードマップの全戸配布や防災行政無線の

整備等をはじめとして、七飯町地域防災計画にお

いて、災害対策組織、災害の予防、災害の応急対

策や災害復旧、被災者支援などに関する計画を詳

細に定めているところでございます。 

 避難所機能の現状としては、現在、大中山地区

における指定避難所は、大川コミュニティセン

ター、松の木町内会館、東大川振興会館、大中山

コモン、大中山中学校体育館、大中山小学校体育

館の６か所であり、合計で最大１,０３０名ほど

を収容できる想定となっております。 

 次に３点目、大中山中学校を地域の防災拠点と

して整備することについてですが、町としては、

大中山コモンを大中山地区において、最も核とな

る指定避難所として整備しており、備蓄倉庫も大

中山コモンに隣接して設置しております。 

 大中山地区で避難所開設が必要となった際は、

まずは学校運営に影響を与えない大中山コモンを

避難所として開設し、ここで避難者が収容しきれ

ない場合は、他の指定避難所を順次開設し、それ

でも不足する場合は、本町地区など他地区の指定

避難所、さらに不足する場合は、協定に基づき、

北斗市に受入れの協力を要請することを考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） ２点目の、大中山

中学校の整備方針についてですが、七飯町学校施

設の長寿命化計画に基づき、校舎であれば８０
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年、体育館であれば６０年の目標使用年数を定

め、建築後４０年程度で経年劣化等による機能回

復工事及び機能向上工事を行いまして、施設の長

寿命化を図ることとしております。 

 この計画に基づき、現在、七飯中学校につい

て、令和５年度に耐力度調査実施設計を行い、令

和６年度から２年間の工期で長寿命化改修工事を

行っております。 

 令和６年第１回定例会の民生文教常任委員会で

報告がありましたが、民生文教部局における優先

事業として、大中山中学校長寿命化改修工事を、

令和７年度から令和９年度の事業年度としており

ます。 

 今後、大中山中学校の耐力度調査を行い、建物

の老朽度合いを総合的に評価してまいりたいと考

えております。その調査結果を踏まえ、長寿命化

改修、または建て替え等の検討をすることとなり

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） まず、長寿命化計画という

ところですけれども、長寿命化計画の個別計画と

いうのですか、それは今あるのですか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 七飯町学校施設の

長寿命化計画ということで、令和元年１２月に策

定しまして、令和５年３月に改定したものがござ

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） その長寿命化計画を策定す

るに当たって、今までの流れでいくと、多分教育

委員会、学校ですから教育委員会ということで進

めてきていると思うのですよ。そういう動きだな

というふうにずっと見ているのですけれども、た

だ、令和４年から、学校施設等の整備管理に関わ

る、要は部局横断的な実行計画という、国で示し

出していますよね。やはり国でも、昭和４０年、

５０年代に建てている学校が多いということで、

どこも建て直しの時期ということだと思うのです

けれども、学校部局、教育委員会部局だけではな

くて、地域だとか、そういう防災だとか、様々な

観点から、部局を超えて協議をして、こういう長

寿命化というか、学校の計画をやっていってくだ

さいという、検討が必要だというような考え方が

示されてきていると思います。これは文科省のも

のですけれども。実際に例えば中学校など、これ

はこのとおりにということではないですけれど

も、これは例えばですけれども、七飯町はこれは

合う合わないは別ですけれども、図書館と中学校

を複合にしたりとか、地域の何か集まる場所を中

学校だとか小学校と複合にしたりとかという事例

も実際にあります。それは文科省のほうのホーム

ページにも事例集で掲載されていますので、そう

いった意味では、そういう部局間を超えた中で、

検討していくものも必要なのではないかなと思い

ますけれども、その辺についていかがですか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 確かに議員がおっ

しゃるような部局間超えての検討というのも、検

討はしていかなければならないということもある

のかもしれませんが、教育部局として、対象の施

設を小学校４校、中学校２校、それから義務教育

学校１校、それから給食センター、それから教員

住宅という形で、まずは限定させていただきまし

て、その中でまずはやりくりというか、その中で

優先順位というか順番を検討しながら、長寿命化

になるのか建て替えになるのかとか、その辺のこ

とを検討しているところであります。 

 この計画については５年ごとに見直すという形

になってございますので、令和５年３月に改定は

してしまっておりますけれども、今後改定の際に

も、そういうものも考慮しながら、次回の計画策

定については検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 見直しの時期というのもあ

るだろうけれども、そもそもこの長寿命化計画の

検討をする時点で、やはり教育部局だけではなく

て、他の町全体のことだとか、あとは先生だとか

保護者、地域住民という多岐にわたっての関係者

を入れての、それをまとめていくというような文

科省の方針でこういうふうになっていますので、
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だから、そこは今までの長寿命化計画でこれは反

映されてきていないと思うのですよ、実際。そこ

ら辺をきちんとしっかりしないと、今後の計画の

見直しといっても、やはり町が教育部局、もしく

は町だけで決めたということになってしまいます

ので、そこはきちんとしっかりやっていただきた

いなというのと、あと、なぜ防災を絡めているか

というと、やはり文科省の学校整備の中で、様々

いろいろなことを書いているのですけれども、や

はり防災機能の強化というところが、これだけ災

害が全国で増えてきているというところが、やは

り引っかかっていたので、ですので、ちょっとこ

れも絡めて言っていたのですけれども、実際、大

中山地域のほうで何かあった場合というのは、足

りなければ北斗市にということもあったのですけ

れども、これは私の勝手なあれですけれども、七

飯町でやはりそういう状況になっているというと

きに、ほかのところも大変なときになっていた場

合、どうするのかなというところで質問させても

らったのですけれども、ただ単に北斗市に行くと

いうのはちょっとどうかなと。逆に言ったら、七

飯町はないとは思いますけれども、津波被害だと

かあった場合には、北斗市とは協定ということで

すけれども、函館市だとか北斗市からは避難する

先といったらやはり七飯町という、誰が見てもそ

ういうふうに思わされますよね。そういう意味で

いけば、北斗市に避難するとかという発想より

も、やはり七飯町は七飯町でまず体制のことを考

えたほうがいいと思うのですけれども。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） 最初の答弁なので

すけれども、何かあったらすぐ北斗市にという意

味ではなくて、まずは大中山地区で何かあった場

合は、大中山コモンを避難所として開設して、こ

こで収容しきれない場合は、近隣のほかの指定避

難所を開設、それでも不足する場合は、本町地区

など文化センターですとか、そういったところの

他地区の指定避難所を開設して、さらにそれでも

本当に七飯町内だけで収まりきれない場合は、協

定に基づき、北斗市に協力を要請することを考え

ております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） すみません。 

 津波に関してなのですけれども、議員がおっ

しゃられたとおり、大規模な津波災害で北斗市が

被災されたときは、逆に七飯町のほうで受入れを

するような協定となっております。 

 函館市とはまだ現在のところ協定は結んでおり

ませんけれども、実際に避難してこられたときに

協定がないから駄目ですというふうにお断りする

ものでもないとは考えておりますので、そのよう

に対応したいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 長寿命化の改修の

際の検討に、文科省の補助で防災機能強化という

ものがあるのは、うちのほうでも調べております

けれども、強化ということになりますので、プラ

スアルファという形になってくるかと考えており

ます。そうなると、まずは整備に対するイニシャ

ル、またランニング、その辺も含めて検討してい

かなければならないというところも考えておりま

す。まずやらなければならないのは耐力度調査、

これで耐力度があるのか、この先、使えるのかど

うかというところをまず先にやらないと、長寿命

化に進むのか、改築に進むのか、それに対してま

た防災機能を付加するのかというのも合わせてそ

の後の検討という形になるので、まずは前段階の

調査をしていかなければならないというふうに担

当では考えております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 答弁漏れがござい

まして、すみません。 

 次の長寿命化計画のときには、当然そういう今

の文科省の最新のものが出ておりますので、その

改定の際には、地域の皆さん等と、盛り込んで計

画を立てていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） ２問目、終わります。 

 ３問目、地域農業経営基盤強化促進計画（地域
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計画）策定と今後の農業支援対策について。 

 当町は西洋式農法による近代農業発祥の地であ

り、これまでも農業を基幹産業として取り組んで

いる。しかし、時代が進み、世界情勢や国内情勢

の変化に対し、当町における農業についても大き

く変化を続け、今後も情勢に合わせた取組が必要

と考える。 

 そこで国では、将来農家の高齢化や人口減少に

より、耕作放棄地が拡大し続けると地域の農地が

守れなくなるとの判断から、農業経営基盤強化促

進法を改正し、令和５年４月より、地域農業の在

り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」

に名称が変わり、目標地図を新たに作成すること

を義務づけることとした。 

 この計画の中で目標地図は、高齢等で耕作がで

きなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き

継がれるよう、１０年後の１筆ごとの耕作予定者

を示すもので、農地利用の将来図となるものであ

る。 

 地域計画は、地域が考える地域農業の在り方

を、町が取りまとめ公表することとされており、

担い手農家、土地改良区、農業委員会など幅広い

関係者に関与いただき、地域での合意形成を図っ

ていく必要がある。 

 そこで、次の点について伺いたい。 

 １、令和６年第２回定例会において、国の地域

計画策定推進緊急対策事業を活用し、目標地図作

成業務委託料（３０６万７,０００円）を計上

し、今年度策定に向け進めているが、現在の進捗

状況と地権者等に対する周知度・認知度は。 

 ２、計画策定後の地域農業のメリットは。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） それでは、

１点目の御質問に対して答弁いたします。 

 目標地図とは議員の御質問中にもありましたと

おり、１０年後の農地、１筆ごとの耕作予定者を

地図で示すものとなります。 

 地域計画策定に必要な情報収集のため、将来の

農業経営に関する意向調査を令和６年３月に１回

目を実施し、回答がなかった方に対し２回目の調

査を令和６年４月に実施しております。また、２

回目の調査にも回答がなかった方へは、可能な限

り自宅訪問等をして説明しながら回収をしており

ます。 

 なお、意向調査の回答については、１,３９３

件に送付して、１,０５６件の回答となってお

り、件数での回答率で約７６％、農地面積での回

答率で約８６％となっております。 

 進捗状況及び周知度・認知度についてですが、

農業委員会総会時や、令和６年５月開催の七飯町

地域農業再生協議会通常総会時、七飯町地域担い

手育成総合支援協議会通常総会時にも、地域計画

について説明してきております。 

 また、令和６年１０月２８日から３１日までの

４日間と、令和６年１２月４日から５日の２日間

で、地域計画の策定に向けた地域協議を開催して

おります。協議内容につきましては、計画の概要

を説明し、意向調査をまとめた農地の出し手、こ

れは売りたい、貸したいというものを図示化した

ものを活用し、受け手、こちらは買いたい、借り

たいという意向の確認をしながら、将来の七飯町

の農業の在り方について協議をしてきており、農

業者の意向を反映させた目標地図を作成し、令和

７年３月策定に向けて進めております。 

 ２点目につきましては、１０年後の地域内の農

地を誰が耕作するのかの見通しがつき、地域で何

を栽培していくのか等、地域で進むべき農業の在

り方が計画できます。また、高齢化や人口減少の

本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大

し、地域の農地が適切に利用されなくなることが

懸念されるため、地域計画を策定し、今後、経営

の安定した農業者が耕作することにより、耕作放

棄地等の解消が図られるものと考えております。

そのほか、国の補助事業や支援を受けやすくなる

ことがメリットと考えます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） まず、アンケート調査対象

人数が１,３９３人ということですけれども、こ

のうち農業者と言われるところのくくりは何名

だったのか。そして、その農業者の中での回答の

人数が何名だったのか。それと、その農業者数の

うち認定農業者というくくりもあると思うのです

けれども、その認定農業者数のうち認定農業者の
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数は何人いて、その何人の中の何名が回答したの

か。それと、そのうち土地持ちの非農家というの

ですか、土地は持っているけれどももうやってい

ないというような方の人数と、同じくアンケート

に答えた人数をお知らせいただきたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） アンケート

は１,３９３名ですが、このうち農業者の人数

は、認定農業者数は１６２名となっております

が、そのほかの数字の詳細については……、農業

者の農業を担う者としての回答者は７９４名と

なっております。そのほかの詳細な数字は……。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩します。 

 ３時１０分、再開します。 

午後 ２時５４分 休憩 

───────────── 

午後 ３時４５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 中川友規議員の質問に対する答弁より入りま

す。 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 貴重なお時

間をいただき誠に申し訳ありませんでした。 

 中川議員の再質問にありました、アンケート調

査の回答の内訳でございますが、今現在内訳とし

てありますのが、認定農業者の人数のうちの回答

の分しか、詳細な数字は押さえておりませんの

で、認定農業者の分で認定農業者数１６２名のう

ち、１５７名の回答がありました。これ以外の数

字は申し訳ありませんが、押さえておりません。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 地域計画策定に当たって、

その内訳、農業者と認定農業者と、土地は持って

いるけれども非農家という数字をきちんと把握し

ていないと、目標地図をつくるときに当たって、

全然反映できないのではないですか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） まず、目標

地図の作成に当たり、まず１０年後の耕作者が誰

になるかという図面になりますので、その図面の

中で認定農業者等の内訳をまず記載する必要はご

ざいませんが、今後、詳細な数字を分析して、今

後の計画策定に向けて分析していきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） やっていないということで

すから、今後やらなければならないと思いますけ

れども、今後といっても、今年度中の策定だと思

うので、早急に把握して、説明していったり何な

りというやり取りをしなければいけないと思うの

ですけれども、そこは早急にやるつもりですか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 議員がおっ

しゃるとおり、今年度３月、令和７年３月までに

策定しなければならないので、それに向けて進め

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 地域の協議会も開催してい

るということだと思いますけれども、それこそ、

参集範囲だとか、その状況を教えていただきたい

です。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 参集範囲で

ございますが、農業者と関係した農業団体として

は、農業協同組合と普及センター、あと改良区、

あと農業公社が参加して協議しております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 地域の協議会の開催という

ことですけれども、説明会の参加人数だとかそう

いったものは、どういう感じですか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 参加者数で

ございますが、まず１０月２８日開催の参加者数

は１５名、１０月２９日が７名、１０月３０日が

１１名、１０月３１日が１６名、１２月４日が４

９名、１２月５日が１５名となっております。こ

ちら農業者数ということで、その人数となってお
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ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） １５名だとか７名とか１１

名とか、１２月４日だけ４９名という、この中で

は数字が４９という形になりますけれども、これ

自体、例えばＪＡの野菜組合さんとか、それぞれ

いろいろな酪農だとか、果樹だ、花卉だとかいろ

いろありますけれども、そういう組合の方だと

か、そういうところの人たちともやり取りしてい

ますか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 農協の野菜

組合だとか、花卉組合だとか、水稲組合、総会等

会議がありますので、その中に入ってお時間をい

ただき、説明させてもらって周知していっており

ます。 

 今後も、引き続き続けていく予定となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 総会の場面だとか、そうい

う会議の場面で、国から各地域というか、まちで

つくってと、農業の将来のためにつくってくださ

いというものを、会議の場でちらっと説明するだ

けで大丈夫なのですか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 前段で意向

調査のときでも、一応計画の必要性だとか、計画

の内容については記載しておりますが、それで

送ったから分かるというわけではありませんが、

調査の段階でも必要性を訴えておりますし、足り

ないと思っておりますので、組合関係の会議に顔

を出して、さらに説明をしていっております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） この地域計画、この協議の

場というのは、国でコーディネーターを使っても

いいから、農業者の方々に、その地域の将来のた

めに、こういう協議の場を進めてくださいという

ふうに、町に対して来ていると思うのですけれど

も、そういうコーディネーターとかを使って説明

とかはしていないのですか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） コーディ

ネーターということでは来ていただいておりませ

んが、農業関係団体として農協だとか普及セン

ター、改良区と公社とかに来ていただいて、一緒

に協議の場として参加していただいております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） この地域計画を策定するこ

とによって、何が起こるか、メリット的なもの、

デメリット的なものというのは説明してあるので

すか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 当然、計画

の中身になりますので説明はしてきております。

補助事業が受けやすくなるとかという説明をして

きております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 説明してきてあるというこ

とですけれども、例えば、１０年後、廃業を考え

ている、１０年間できるかどうかという方だと

か、そういう方が補助事業を、今、認定農業者で

あって、そういう１０年後まで、そのまま取りあ

えず頑張ってみようという方とかは補助は当たる

のですか。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） 農林水産課から、

事業の関係となりますので、主に農林水産課の分

が多いのかなと思いますので、私のほうから回答

させていただきます。 

 今回、地域計画を策定するということで、事業

を活用するというような中身なのですけれども、

今回、この地域計画策定と国の事業が連携されて

いるというふうになっているのが４４事業あるの

ですが、そういった中で、まず入り口の部分で、

この地域計画を策定していて、目標地図に位置づ

けられているというところなどがまず最初の条件

となってきますので、その後、事業が活用できる

かといいますと、今度その事業に対する要件が出

てきますので、まずはこの地域計画を策定して、
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そういった農業者の方に不利益が出ないように策

定しているというような考え方でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 地域計画策定をするのは分

かるのですけれども、それを策定するに当たり目

標地図を今やっていますけれども、その位置づけ

をきちんとしていないと補助が出ないということ

はないですか。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） その位置づけでご

ざいます。 

 今、国の事業などもございますので、今後、要

綱等の改正などは入ってくるとは思いますが、そ

の中で、認定農業者など、事業をまず活用してい

くというような方に関しては、目標地図に位置づ

けて、地域計画を策定していくというような考え

方で行っておりますので、そういった不利益が出

ないように取り組んでいる状況でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） ですから、その目標地図の

位置づけを、ただ単に今までどおり、同じ状況で

進めていくといっても補助が出るのですか。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） その補助の部分で

ございますが、まずは地域計画を策定して、目標

地図に位置づけるというようなところの入り口の

要件がございます。そのほかに、その事業ごとに

いろいろクリアしなければならない要件がござい

ますので、そういった要件をクリアして、事業を

活用されるというような流れにはなるのですが、

まずは、入り口で不利益を被らないよう、現在こ

の地域計画を策定していくというようなことでご

ざいますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） だから、現状の目標地図の

位置づけで、今の現状と同じ状態で目標地図に落

として、それで１０年間行きますよと、地域計画

を出したら、それでも補助が出るのですか。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） その補助の部分で

ございますが、まず補助自体に、事業に対して要

件というものがございます。それは、事業ごとに

中身は異なるものなのですが、まず入り口といた

しまして、この地域計画を策定していることや、

目標地図に位置づけているということでございま

すので、認定農業者の方がそういったところをメ

インで活用していくというのが多いのかなという

ふうに思いますが、そういった方は必ず位置づけ

るようにして策定してまいりますので、まずはそ

ういった不利益を被らないようにやっていくとい

うような考えで行っていますので、補助が出る出

ないというのは、また次の補助事業自体の要件も

ございますので、地域計画を策定して目標地図に

位置づけたからといって、必ず出るというもので

はございませんが、まずそれがひとつ要件となっ

てくるという場合がございますので、そこは不利

益が出ないように、そういった方は位置づけてい

くというような考え方で行ってございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） 現状というより

は、今回地域計画を策定するというのは、目標地

図というのは先ほど農業委員会事務局長からも話

がありましたが、まず１０年後に誰が耕作してい

くかというような部分で作成していくものでござ

います。ですので、現状というのもありますが、

地図自体は１０年後を考えた地図となりますの

で、そこは現状というよりは１０年後を見据え

て、目標地図というのは作成する形でございます

ので、地域計画自体は１０年後の考え方というよ

うなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 要はこの目標地図をやるに

当たって、よそのまちの資料ですけれども、１０

年後に１筆でも多く畑を増やすというような目標

地図をつくっていないと、補助が当たらないとい

うふうになっているのですよ。そういうのをきち

んと今の農業者に説明しているのかどうかです

よ。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） そこでございます

が、１０年後の部分の耕作のことでございまし
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て、事業の要件によって、どういったところが要

件になってくるかというのはそれぞれあるのです

が、面積を増やすとか、そういうような考え方の

ものであれば、今、認定農業者、担い手の方を中

心に、将来耕作されないであろう土地を耕作して

いただきたいということで、地域の場で話し合い

ながら、その分を担い手の方が耕作していくとい

うような部分で作成していってございます。です

ので、１０年後でございますので、必ずしもそれ

に権利とかいうようなものがつくものではござい

ませんが、その部分という地域計画については、

見直し、つくって終わりというふうには思ってご

ざいません。今後、状況が変わっていけば、そう

いった部分、耕作地を増やしていくとか、場合に

よっては減らす場合もあるかもしれませんが、そ

ういった部分を、不利益ないようにつくっていき

たいというように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 私に対して一生懸命つくっ

ていくと言ってもどうしようもないのですよ。農

家さんのためにやっていかなければないので、現

状でいけば、土地持ち非農家さんの、そういう状

況も把握していない。農業者全体の回答率も把握

していない。そういう状態で、協議会を開いても

全然説明ができていないという現状ではないです

か。私の知り合いの農家さんでも、実際、町が国

から頼まれてやらなければないから、何か行って

いるのだというふうな農家さんが何人もいるので

すよ。私が、認定農業者の方はこういうふうにき

ちんと１筆でも多くしないと、機械を買うときの

補助が当たらなくなったりとか、いろいろな制限

が出てくるよということを言っているのですよ。

その辺についてどうですか。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 農業委員会

から回答します。 

 今の御質問に対して、１筆でも多くというのは

ちょっと分からないのですけれども、要は１０年

後、この農地は誰が作っているのかというのを示

すものが目標地図であって、その内訳が、例えば

認定農業者だとか、そういうところではなく、１

０年後、どなたが使っているかという目標地図に

なりますので、そこの協議の場でも、この農地は

空いているので、誰か作れる方いませんかという

ふうに協議をした中で、耕作者を埋めていってい

るという状況です。 

○議長（木下 敏） 質問に対してきちんと正確

な答弁しないと、これも全部ユーチューブで流れ

ているから、やはり農業者にすれば、補助金１本

当たる当たらない、七飯町は平成２８年から１本

も当たっていないのだよ。そういうときに、きち

んと議員がこういうふうに質問をしているのだか

ら、その補助金のことを言っているのだから、き

ちんと認定農業者は１筆でも増えていないと、機

械が当たらないのだというふうに言うのならばい

いけれども、中途半端な答弁ばかりではまずいか

ら、もう一回再答弁してください。 

 これ最後だから、きちんと副町長、暫時休憩し

てもいいから、最後だからきちんとした役場の見

解というものを出してくれないと、七飯町の基幹

産業は農業なのだから。（発言する者あり） 

 暫時休憩します。 

午後 ４時０６分 休憩 

───────────── 

午後 ４時１８分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 中川友規議員に対する答弁より入ります。 

 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） すみません。貴重

な時間をいただきまして申し訳ございません。 

 まず、議員のおっしゃるとおり、機械類の補助

事業でございますが、そういった機械類を導入す

るということは、やはり面積を拡大志向というこ

とで取り組んでいくことが多いと思います。そう

いった中で、面積拡大志向というふうになります

と、やはり認定農業者、担い手を中心に、改めて

そういった土地の拡大、そういったところを改め

て精査しながら、なるべく拡大する、補助事業を

導入するというような考えのある人は、空いてい

る土地などを耕作していって規模拡大の条件に合

うように、地域目標地図ですね、それをつくって
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いくように、取り組んでいきたいと思います。 

 そういった部分で、議員のおっしゃるとおり、

規模拡大、面積拡大ですね、そういった部分は重

要になってくるというふうに認識しておりますの

で、そういった部分に取り組んでいきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（赤石 旭） 貴重なお時

間をいただき申し訳ございませんでした。 

 農業委員会としましては、目標地図の作成につ

いては、とても大事なものだというふうに認識し

ております。 

 先ほどちょっと答えられなかった、土地の回答

の詳細につきましても、数字を分析しながら、３

月の策定に向けたことで進めていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 中川議員の質問に対しまし

て、非常に大切なものだというふうに思います。

今、農業のほうも後継者不足だとか、それから耕

作面積のほうも縮小傾向にあるという中で、この

目標地図の作成というのは、将来の日本の農業を

支えるという意味でも、七飯町自身、西洋農業発

祥の地という部分も含めて、しっかりとした農業

政策をつくっていかなければ、今後の日本の食料

基地というような部分で、食料自給率の向上にも

つながらないというふうに考えております。 

 そういう意味では、この目標地図をまずはしっ

かりとつくり上げ、分析した上で、今、既存の農

業をやられている方々が安心して、また後継者も

育てながら、持続可能な農業を続けていくために

も、重要な地域計画というふうに位置づけて、今

後きちんとした対応をしていきますので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） それでは、通告に従いまし

て、１問質問させていただきます。 

 高校通学状況についてです。 

 令和６年度の七飯町施政方針に、子どもを安心

して産み育てられる、また、住み続けたいと思え

る生活環境を整えるとあります。 

 現在七飯町に高校が１校ありますが、多くの学

校は、高校は函館市に集中しており、通学にはい

ろいろ苦労しているとの声を聞きました。 

 そこで、下記の点について伺いたいと思いま

す。 

 １、七飯町から函館の学校へ通学している人数

の状況について。 

 ２、通学方法の状況について。 

 ３、町として、現在どんな支援を行っているか

についてです。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） １点目ですが、町

立中学校及び義務教育学校後期課程の令和５年度

の卒業生の進学先で御答弁申し上げます。 

 卒業生２３０名中、高等専門学校及び特別支援

学校高等部を含む、函館市内の高等学校に進学し

た人数は１４１名で、率にすると６１.３％と

なっております。 

 ２点目ですが、卒業しました生徒の通学方法に

ついては、詳細を把握してはおりませんが、Ｊ

Ｒ、バス、自転車、学校の送迎バスがあるなどと

考えております。 

 ３点目ですが、経済的理由によって、就学が著

しく困難な学生に資金を貸与する七飯町育英基金

の制度があり、七飯町在住の学生及び七飯町在住

の方に扶養されている方に対し、無利子での貸付

けを行っております。貸付けの金額については、

公立高校で月額１万２,０００円以内、私立高校

で２万円以内、高専で１万３,０００円以内と

なっており、在学期間が終了する年度の翌年度は

返済を据え置き、その翌年度から１０年以内に返

済していただく制度となっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） まず、お母さんたちから話

を聞くと、やはりここから函館市内の高校に通う

というと、想像しても分かるとおり、なかなか一

本で行くことはできないような交通状況になって

おります。時間も相当早いですし、バスも混雑し

ている。車で送迎していますけれども、とても大
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変で、遠いのでガソリンがとても大変だとか、Ｊ

Ｒで通学していますが、そこから徒歩で通学して

いるので、雨が降るとバスにするので、そういう

のも大変だというところ、また、自転車で通学し

ている人もいますけれども、このように１２月か

ら雪が降ると使えなくなり、バス代の負担もとて

も大きいということで、そういう意見が多いので

すけれども、その中のお話としまして、七飯町近

郊の市で通学補助があるというお話を聞きました

が、七飯町はこういうような補助はなかったのか

どうか教えてください。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 町のほうで周辺の

自治体の状況というところで、隣の市、また近郊

のまちのほうで、鉄道の定期券購入に対して補助

をしているというところは把握してございます。

また、別なまちでは、経済的な負担の軽減と、子

育て環境のさらなる向上を目的にということで、

１人当たり月額１万５,０００円の給付をしてい

るというような自治体もございます。 

 そこはそういう形でやっていますけれども、先

ほど申し上げました二つの自治体についての鉄道

に関して、またそれの意義というところでござい

ますけれども、やはり地域公共交通の利用促進を

図ることの目的という形の側面もあるというふう

に考えておりまして、当町の場合、地元に道立の

高校があるというところも鑑みまして、現在のと

ころは実施しないというような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） もちろん七飯町に七飯高校

がありますし、地元から地元の高校に通われてい

る方も多いとは思いますが、でもそう言いながら

函館に通われている人数のほうが多いと思いま

す。 

 また、遺愛高校や白百合高校などスクールバス

があるということで、その保護者の方から聞きま

したら本当に助かっていると、部活動終了後のバ

スもあるので、部活動も問題なくできるという話

も聞きました。 

 私自身は高校時代、函館市に住んでいまして、

桔梗に住んでいたのですけれども、稜北高校が今

現在の西高の下のほうの校舎にあったものですか

ら、ＪＲで通いながら、そこから電車に乗り換え

て通っていました。今なら分かるのですけれど

も、親の負担も大きかったのかなというふうに

思っております。 

 今まで支援がないということで、いろいろな工

夫をされて、必死で今現在子育てをしている親か

らの声であるのですけれども、３年間ということ

で子育てが終われば、自分たちもこういう支援が

なかったという方も多いかもしれませんけれど

も、生の声として今現在とても大変だというふう

に聞いております。 

 人数の推移を見てみました。２０２４年、先ほ

ど令和５年度卒業の人数でしたけれども、１６歳

から１８歳まで１１月末で６７８名、また、２０

１４年を調べましたら１１月末現在８５４名で、

１７６名が少なくなっているという状況でありま

す。 

 少子高齢化の中、少しでも現在七飯町で暮らす

若い方々への支援があってもいいなというふうに

思ったのですけれども、どう思われますか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 議員がおっしゃる

支援というところについては非常に理解している

ところでございます。必要だというふうには思っ

てございますが、やはり町内に、地元に道立の普

通学校があるというところで、まずはなるべくそ

この入学者が増えるような、地元の高校を大事に

していきたいというようなのがやはり必要なのか

なと考えているところでございます。 

 やはり七飯高校の特色でもある国際理解ですと

か、環境教育ですね、これなども町でＰＲしなが

ら、町内だけではなくて、逆に町外からどんどん

入学希望が増えるような形で、連携していきたい

というところで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） それは私も本当にそのとお

りだなというふうに思います。 

 ただし、いろいろ調べていったら、渡島・檜山

のほうでも、それぞれの補助の仕方の違いはあれ
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ど支援をしている自治体はありました。また全国

でも全道でもそんな動きもあります。 

 七飯町は道南１７市町の中で、唯一消滅可能性

自治体に入っていないまちでもあります。ただや

はり少子化の基調は変わらずです。この町、七飯

町で子育て世代の若い方々が住みやすいまちづく

りはとても重要なことなのではないかなというふ

うに思っています。 

 子育て世代に聞くと、やはりお子さんが小さい

うちよりもお子さんが大きくなるにつれ、どんど

んお金のかかり方が増えていくというふうに聞い

ております。もちろん、先ほどの七飯高校もとて

も大事にするべきだなというふうには思いますけ

れども、実際、遠方に通われて、子どもたちもバ

スの乗り継ぎ、電車からバスの乗り継ぎ、また自

転車というふうに通われている現状です。 

 また、七飯町は、いい部屋ネットの「街の住み

ここちランキング」「住みたい街ランキング」の

北海道版で、道南地域１位になっているまちで

す。私としても非常に誇りに思いますし、多くの

方々が七飯町に住んでいただきたいなというふう

に思っていますが、実際の話をいろいろ聞く中

で、こういう子育てに対する自治体の支援という

のは、やはりこちらのほうに引っ越す中で重要な

ポイントにもなるのかなというふうに思っており

ます。 

 何か支援ができればいいかなと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 七飯町のまちから

函館市内の高校に通い、ＪＲ通学するのにお金が

かかる状況もありますけれども、七飯町に住んで

いて、七飯町内の高校に通うのにも同様の同じく

らいの金額のＪＲ代がかかってくるケースも十分

あると思っております。そういうのを考えます

と、やはりまずは町内に通う者に関してが、まず

考えとしては先なのかなと。町外に行く高校のと

いうところの前には、そちらのほうを検討する必

要があるのかなとも考えておりまして、今現在で

は函館市内に通う方に対しての何かしらの補助と

いうところについては、議員のおっしゃる子育て

支援とかいろいろなケースは分かりますけれど

も、まずはやはり町内の学校を最優先にというこ

とで、現場では考えているところでございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 今現在の先ほど七飯町の応

援としては、やはり幅広い支援とかではなく、貸

出しという形の支援になっていると思います。 

 先日の新聞記事で南幌町の記事が掲載されてい

ました。２年連続で日本人移住者が北海道で最多

になったそうです。札幌のベッドタウンとして脚

光を浴びていまして、住宅新築に２００万円、宅

地の価格も５０％割り引く仕組みがあるそうで

す。人口が増えているというところで、南幌町の

通学支援を調べてみたところ、高等学校等通学費

の補助制度がありました。補助金額については学

校や地区ごとに金額は違うのですが、対象者は通

学方法によらず、一定額の補助となり、生徒が町

外の下宿や寮に居住している場合や、車による送

迎、自転車通学など、通学定期を購入していない

方も対象となるとありました。 

 ここがすごい重要かなと思っているのですけれ

ども、先ほど来出ている七飯高校の支援というと

ころをまず考えたいというところだったと思うの

ですけれども、七飯高校には実際自転車で通われ

ている方も多いかと思います。また、忙しい中、

何とか時間をつくって送迎している方もいます。

もちろん定期券を購入している方もいると思いま

すけれども、七飯町に地元から通われている七飯

町高校支援を含め、現在、函館のほうに通われて

いる高校生への通学の補助を考えてもいいのでは

ないかなというふうに思うのですけれども、町

長、いかが考えますか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 私もこの子育てに対して支

援をしていきたいというふうには考えているとこ

ろでございますが、まずは義務教育のほうに手厚

くしていきたいというふうに考えております。 

 その中で、保育園だとか小学校、中学校、給食

費も、今値上げするような状況にもなってきてお

りますけれども、その部分でも何とかならないか

なというふうにして、今考えているところでござ

いまして、高校に対しては、校区が七飯町の場合

は、函館市内とか北斗市も含めて、結構広域で選
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んでどこにでも受けられるというような状況の中

で、その選択肢の中で皆さんが自分に合った高校

を選んで通学されているというふうには思ってお

ります。 

 その中で、今当たり前になってきたのかなとい

うふうに思いますが、高校の授業料も、まずは公

立高校のほうが全て無償化になって、今現在、私

立のほうも公立と同様にほぼほぼ出費がないとい

うか、無償化になって、同じような公平な状況に

なってきたという中で、私立、公立含めて函館市

内に通われているお子さん、先ほど人数が６７８

人とかというふうにお話がありましたけれども、

ほぼほぼ函館市内のほうに通われている方が多い

のかなというふうには思っております。 

 その中で、七飯高校のほうも、今実際に３間口

ある中で、１２０人定員の中、今年入学された方

が９７人ということで、何とか３間口は確保して

いるけれども、これからまた将来的に児童数、生

徒数の減少ということも考えられますし、七飯町

内で、できれば同じ公立高校、七飯高校のほうも

特色ある教育もされているという中で、選択して

いただければ、地元に高校も残るというような、

高校を地元に残す施策も進めていかなければなら

ないというような両面がある中で、本当に家庭の

出費からすれば、交通費も値上がりもしています

し、車で昨今送り迎えされている保護者の方も多

いようですけれども、ガソリン代のほうも上がっ

ているというようなことで、非常に家計に対して

大変だということは承知しているところでござい

ますけれども、今全体の町の予算規模の中で、ど

ういう配分、割り振りをしながら、そこにどうい

う支援ができるのかということになろうかと思い

ますけれども、まずは義務教育の小・中学校のほ

うから優先させていただいて、将来的にはこうい

う部分も、門戸を狭めるのではなくて、そういう

考え方も含めて将来のまちづくりには御意見を生

かしていきたいというふうに考えておりますの

で、今回につきましては、今の段階では高校の通

学の支援については考えていないということで、

大変申し訳ありませんけれども、御理解いただき

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 将来的に考えてくださると

いうことで、今の子育てしているお母さんたちに

は、保護者の方々にはいいお返事は聞けなかった

と思うのですけれども、やはり少子化はどんどん

進んでいますし、やはり町としても、そういう

方々の応援は引き続きしていただきたいと思いま

す。 

 給食費の問題、いろいろ町政のことを考えると

大変な部分も当然分かるのですけれども、ぜひそ

ういう声を無駄にしないように、町政に取り組ん

でいただければなと思います。 

 最後に町長、もう一言お願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） そのような、地域からの声

もあるということですので、十分に配慮しなが

ら、次の施策にどう反映できるか検討はしていき

たいというふうに思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 以上で、一般質問を終わり

ます。 

  ─────────────────── 

延 会 の 議 決 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって延会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時４０分 延会 
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